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Abstract 

  On July 11, 2019, the Nara District Court delivered its judgement on the so-called Goldfish Phone Booth 

Case, which was based on the claims of copyright infringement on a contemporary artwork, a public 

telephone box filled water and goldfish. This article examines the definition of creativity in works made from 

ready-made products through a commentary on the Goldfish Phone Booth Case. It argues that it is important 

to broadly affirm copyrights and simultaneously adjust the degree of restriction on the expression or 

activities of others to an appropriate range by refining the scope of rights as necessary. This is especially 

important for works that are made of ready-made products. 
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１．はじめに

公衆電話ボックスを模した造作物の内部に水を満

たし，その中に金魚を泳がせた現代美術作品の著作

権侵害が争われた，いわゆる〔金魚電話ボックス事

件〕の判決が令和元年 7 月 11 日に奈良地方裁判所

で言い渡された．本稿は，〔金魚電話ボックス事件〕

の評釈を通して，既製品（レディメイド）を素材と

する作品の創作性について若干の検討を試みるもの

である．

２．金魚電話ボックス事件

2.1 事件の概要 

一般的な公衆電話ボックスを模した造作物の内部

に水を満たし，その中に金魚を泳がせた X 作品の制

作者である X が，実際に使用されていた公衆電話ボ

ックスの内部に水を満たし，その中に金魚を泳がせ

た Y 作品を制作し，展示した Y1 組合と Y2 に対し

て，X の有する著作権（著作 21 条）と著作者人格

権（著作 19 条・20 条）を侵害すると主張し，Y 作

品の制作の差止め及び廃棄（著作 112 条）並びに損

害賠償（著作 114 条 3 項）等を請求した事件である
1）．

図―１ Y 作品（左）と X 作品

Fig.1  Y work (left) and X work 

X 作品と Y 作品の比較を図－1 に示す 2）．X 作品

の屋根部分が黄緑色であるのに対して，Y 作品の屋

根部分は赤色である．また，X 作品の公衆電話機が

黄緑色であるのに対して，Y 作品の公衆電話機は灰

色である．一方，X 作品と Y 作品のいずれにおいて

も，内部の一角に二段の棚板を設置し，上段に公衆

電話機が据え置かれている．また，X 作品と Y 作品

のいずれにおいても，公衆電話機の受話器はハンガ

ー部分から外されて本体上部に浮いた状態で固定さ

れ，受話部から気泡を発生させている．

裁判における争点は，X 作品の著作物性（争点 1），
Y 作品による X 作品の著作権侵害の有無（争点 2），
差止めの必要性（争点 3），損害の有無及び額（争点

4）であった． 
2.2 判旨 

裁判所は，X 作品の著作物性（争点 1）を認めた

うえで，Y 作品による X 作品の著作権侵害（争点 2）
を否定した．従って，差止めの必要性（争点 3）と

損害の有無及び額（争点 4）についての判断は示さ

れていない． 

著作物性の判断について，裁判所は，著作権法に

よる保護の対象とはならないものとして二つの類型

を示した．第一の類型は「思想，感情若しくはアイ

ディアなど表現それ自体ではないもの又は（表現で

あっても）表現上の創作性がないもの（括弧書は筆

者）」3）であり，第二の類型は「アイディアが決まれ

ばそれを実現するための方法の選択肢が限られる場

合，そのような限られた方法」である．第一の類型

は，さらに「表現それ自体ではないもの」（第一の類

型の前段）と「（表現であっても）表現上の創作性が

ないもの（括弧書は筆者）」（第一の類型の後段）に

分けられよう． 

次に，X 作品の特徴として「①公衆電話ボックス

様の造形物を水槽に仕立て，その内部に公衆電話機

を設置した状態で金魚を泳がせていること，②金魚

の生育環境を維持するために，公衆電話機の受話器

部分を利用して気泡を出す仕組みであること」の二

つをあげ，①については「これ自体はアイディアに

ほかならず，表現それ自体ではない」（第一の類型の

前段）とし，②については「多数の金魚を公衆電話

ボックスの大きさ及び形状の造作物内で泳がせると

いうアイディアを実現するには，水中に空気を注入

することが必須となることは明らかであるところ，

公衆電話ボックス内に通常存在する物から気泡を発

生させようとすれば，もともと穴が開いている受話

器から発生させるのが合理的かつ自然な発想であ

る．すなわち，アイディアが決まればそれを実現す

るための方法の選択肢が限られることとなる」（第二

の類型）とした． 
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一方，「公衆電話ボックス様の造作物の色・形状，

内部に設置された公衆電話機の種類・色・配置等の

具体的な表現においては，作者独自の思想又は感情

が表現されているということができ，創作性を認め

ることができる」として，X 作品の著作物性を肯定

した． 

 また，著作権侵害の有無については，第一の類型

に当たる部分において他の著作物と同一性を有する

にすぎない場合には複製には当たらないとした．そ

のうえで，X 作品と Y 作品が同一性を有する部分と

して「①造作物内部に二段の棚板が設置され，その

上段に公衆電話機が設置されている点」と「②同受

話器が水中に浮かんでいる点」の二つをあげ，「①に

ついては，我が国の公衆電話ボックスでは，上段に

公衆電話機，下段に電話帳等を据え置くため，二段

の棚板が設置されているのが一般的であり，二段の

棚板を設置してその上段に公衆電話機を設置すると

いう表現は，公衆電話ボックス様の造作物を用いる

という原告（X）のアイディアに必然的に生じる表

現であるから，この点について創作性が認められる

ものではない（括弧書は筆者）」（第一の類型の後段）

とし，「②については，具体的表現内容は共通してい

るといえるものの，原告作品（X 作品）と被告作品

（Y 作品）の具体的表現としての共通点は②の点の

みであり，この点を除いては相違しているのであっ

て，被告作品（Y 作品）から原告作品（X 作品）を

直接感得することはできないから，原告作品（X 作

品）と被告作品（Y 作品）との同一性を認めること

はできない（括弧書は筆者）」として著作権侵害を否

定した． 

３．検討

3.1 表現 

著作権法は，著作物を「思想又は感情を創作的に

表現したものであつて，文芸，学術，美術又は音楽

の範囲に属するものをいう」と定義する（著作 2 条

1 項 1 号）．従って，著作権法による保護の対象であ

る著作物は，思想又は感情そのものではなく，それ

らを創作的に表現したものである．第一の類型の前

段は，このことを述べている．判旨当てはめは，相

当であろう．このような考え方は，表現・アイディ

ア二分論と呼ばれる．

一つの思想又は感情であっても，その表現には多

種多様なものが含まれ得る可能性があるところ，思

想又は感情そのものを保護することによって，その

ような多種多様な表現すべての独占を許すことは，

著作権法の目的である文化の発展（著作 1 条）に寄

与しない．一方，個々の表現の保護にとどまるので

あれば，表現の豊富化を抑制することも創作的な表

現へのインセンティブを減殺することもない．むし

ろ，他人による表現を模倣するのではなく，制作者

による個性の表出である表現が豊富になされること

が期待される．

この点は，自然法則を利用した技術的思想の創作

である発明（特許 2 条 1 項）を保護する特許法とは

相違するが，進歩性（特許 29 条 2 項）という特許

要件を課し，より優れた技術に収斂することに価値

を認める世界に立ち位置をおく特許法と，優劣より

も作品の多様性に価値を認める世界に立ち位置をお

く著作権法の相違といえよう．

3.2 創作性 

著作権法における著作物の定義（著作 2 条 1 項 1
号）から明らかなように，表現であっても創作性を

有しない表現は，著作権法による保護の対象となり

得ない．創作性には，二つの内容を含む．一つが非

模倣性であって，もう一つが狭義の創作性である．

非模倣性とは，制作過程における独自性であって，

著作権侵害が争われる場面においては依拠性として

現れる．狭義の創作性とは，制作結果における創作

性であるが，司法による判断におよそ適さない芸術

性といった抽象的な概念ではなく，制作者による個

性の表出をいう．創作性が否定される表現として，

必然的な表現やありふれた表現があげられる 4）．こ

のような表現を保護することは，他人による表現活

動を著しく制約することになるからである．第一の

類型の後段は，このことを述べている．

ところで，判旨は，「公衆電話ボックス様の造作物

の色・形状，内部に設置された公衆電話機の種類・

色・配置等の具体的な表現」について創作性を認め

ているが，これらについては公衆電話ボックスが通

常有するありふれた表現であるから創作性を欠くと

する判断もあり得るところであろう．なお，Y 作品

が実際に使用されていた公衆電話ボックスを利用し

ているのに対して，X 作品はアルミサッシや鉄枠等

を利用して制作されている点で相違するが，いずれ

も公衆電話ボックスが通常有するありふれた表現で

あるから創作性を認めることは困難である．

また，著作権侵害の有無についての判断ではある

が，「造作物内部に二段の棚板が設置され，その上段
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に公衆電話機が設置されている点」を「公衆電話ボ

ックス様の造作物を用いるという原告（X）のアイ

ディアに必然的に生じる表現である（括弧書は筆

者）」として創作性を否定した点は相当であろうと思

われるが，こちらも必然的に生じる表現ではなく公

衆電話ボックスが通常有するありふれた表現と解す

べきであろう．

3.3 本質的な特徴 

他人の著作物の利用について，最高裁判所は，「他

人の許諾なくして利用をすることが許されるのは，

他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴を

それ自体として直接感得させないような態様におい

てこれを利用する場合に限られる」とする 5）．すな

わち，他人の著作物における表現形式上の本質的な

特徴が直接感得できる場合には，他人の著作権（複

製権（著作 21 条）又は翻案権（著作 27 条））を侵

害することとなる．

裁判所は，「受話器が水中に浮かんでいる点」につ

いて，X 作品と Y 作品に共通していることを認めな

がらも「この点を除いては相違しているのであって，

被告作品（Y 作品）から原告作品（X 作品）を直接

感得することはできないから，原告作品（X 作品）

と被告作品（Y 作品）との同一性を認めることはで

きない（括弧書は筆者）」として著作権侵害を否定し

た．

ところで，X のアイディアを表現する場合に受話

器をどのように配するかについては，概ね三つの表

現が想起されよう．一つ目の表現は，受話器をハン

ガー部分にかけた状態とするものである．この状態

であっても，受話器の受話部から気泡を発生させる

ことは可能であろう．二つ目の表現は，X 作品及び

Y 作品と同様に，いかにもそこに公衆電話機の利用

者が存在するかのごとく受話器が水中に浮かんでい

る状態とするものである．三つ目の表現は，通話終

了後に受話器がハンガー部にかけられることなくそ

のまま放置され本体から垂れ下がった状態である．

三つの表現は，いずれもありふれた表現であると

いうこともできるかもしれないが，一つ目の表現が

平穏な日常を観念させるのに対して，二つ目の表現

は，公衆電話機の利用者が存在しないことによる驚

きや面白さを感じさせる．また，三つ目の表現は，

なにがしかの緊急事態が発生したのではないかとい

う不穏な思いを抱かせる．

X はこれらの三つの表現の中から二つ目の表現を

選択したのであるから，そこに X 作品における表現

形式上の本質的な特徴が存在し，その特徴は Y 作品

においても直接感得できるということはできないで

あろうか．裁判所は，「公衆電話ボックス様の造作物

の色・形状，内部に設置された公衆電話機の種類・

色・配置等の具体的な表現」について創作性を認め

ているが，むしろ受話器をどのように配するかにこ

そ，X 作品の創作性が見受けられるように思われる． 
3.4 選択肢の幅 

裁判所は，「アイディアが決まればそれを実現する

ための方法の選択肢が限られる場合，そのような限

られた方法」（第二の類型）は，著作権法による保護

の対象とはならないと判示した．表現の選択肢が限

られる場合は，選択された表現は創作性を有しない

のが通常であるから著作権法による保護の対象とは

ならないと解すべきであろう．このような考え方は，

表現とアイディアの混同理論と呼ばれる．

当てはめとして，「金魚の生育環境を維持するため

に，公衆電話機の受話器部分を利用して気泡を出す

仕組みであること」について「公衆電話ボックス内

に通常存在する物から気泡を発生させようとすれ

ば，もともと穴が開いている受話器から発生させる

のが合理的かつ自然な発想である．すなわち，アイ

ディアが決まればそれを実現するための方法の選択

肢が限られることとなる」とした．

では，X のアイディアを表現する場合に受話器を

どのように配するかについて三つの表現をあげた

が，これらの三つの表現だけでは選択肢が限られる

ので，創作性を有しないといえるであろうか．三つ

の表現のうち一つの表現を保護することによって，

他人による表現活動を著しく制約することになるか

否かが判断基準となろう．

４．現代美術におけるレディメイド

現代美術におけるレディメイドの草分け的作品

は，マルセル・デュシャン（Marcel Duchamp，1887
年～1968 年）による『泉』（1917 年）（図－2）6）

であるといわれている．マルセル・デュシャンは，

『泉』よりも前に『自転車の車輪』（1913 年）（図－

3）7）という作品も発表している．『泉』は，男性用

小便器を横に倒して"R. Mutt 1917"という署名をし

た作品である．『自転車の車輪』は，自転車の車輪と

四本足の椅子を組み合わせた作品である．このよう

な作品の創作性は，どのように判断すべきなのであ

ろうか．
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図―２ 『泉』（マルセル・デュシャン）

Fig.2 "Fountain"（Marcel Duchamp） 

図―３ 『自転車の車輪』（マルセル・デュシャン） 
Fig.3 " Bicycle Wheel"（Marcel Duchamp） 

創作性とは，制作者による個性の表出であるが，

素材そのもの又はその素材を利用した作品の制作過

程のいずれか又は両方に制作者の関与がなければ個

性の表出もあり得ないであろう．そのような観点か

ら既製品（レディメイド）を素材とする作品の創作

性について若干の検討を試みることとする．

まず，素材そのものとその素材を利用した作品が

分離されている場合であって，素材そのものに制作

者の関与がないときであっても，その素材を利用し

た作品の制作過程に制作者の関与があれば，個性の

表出があり得ることは従来から認められてきた．例

えば，風景画，静物画，肖像画，博物画等がこれに

当たる．風景，静物，人物，動植物等を素材とした

版画，彫刻等も同様である．このことは，美術の著

作物（著作 10 条 1 項 4 号）のみならず，写真の著

作物（著作 10 条 1 項 7 号）においても同様であろ

う．

また，素材そのものとその素材を利用した作品が

分離されている場合であって，素材そのものに制作

者の関与があるときにも個性の表出があり得ること

が認められる．西瓜の写真（図－4，図－5）の著作

権侵害が争われた，いわゆる〔西瓜事件〕8）におい

て，裁判所は，「写真著作物において，例えば，景色，

人物等，現在する物が被写体となっている場合の多

くにおけるように，被写体自体に格別の独自性が認

められないときは，創作的表現は，撮影や現像等に

おける独自の工夫によってしか生じ得ないことにな

る」として，素材そのものに対する制作者の関与と

その素材を利用した作品の制作過程における制作者

の関与が観念できることを示した．

そのうえで，「被写体の決定自体について，すなわ

ち，撮影の対象物の選択，組合せ，配置等において

創作的な表現がなされ，それに著作権法上の保護に

値する独自性が与えられることは，十分あり得るこ

とであ」るとして，素材そのものに対する制作者の

関与が個性の表出につながることを認めた．

図―４ 本件写真

Fig.4 Plaintiff's photo 
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図―５ 被控訴人写真

Fig.5  Defendant's photo 

そうすると，素材そのものに制作者の関与がある

ときには，素材そのものにもその素材を利用した作

品とは別個の作品として著作物性が肯定され得る
9）．従って，素材そのものとその素材を利用した作

品が分離されていない場合であって，素材そのもの

に制作者の関与があるときにも個性の表出があり得

ると解することができる．例えば，生け花の作品に

は個性の表出が認められる 10）．同じく，料理の盛り

つけについても個性の表出が認められ得るように思

われる．ただし，実用性を有する，いわゆる応用美

術を利用する作品については，個性の表出が認めら

れにくい．例えば，ファッションショーにおけるコ

ーディネートの著作物性を否定した裁判例が存在す

る 11）．

では，マルセル・デュシャンによる『泉』と『自

転車の車輪』はどうであろうか．『泉』は男性用小便

器という一つの素材を利用しているのに対して，『自

転車の車輪』は自転車の車輪と四本足の椅子という

複数の素材を利用している．複数の素材を利用する

場合において，複数の素材を組み合わせることその

ものはアイディアといえるが，複数の素材をどのよ

うに組み合わせるかは制作者の個性が表出した表現

と解することができる．問題は，アイディアに対し

て表現の選択肢が限られるときであろう．

それに対して，一つの素材を利用している『泉』

には素材を組み合わせるという観念が存在しない．

制作者による個性の表出は，使用時に壁面に固定さ

れる男性用小便器の背面を下に向け，男性用小便器

の天面を前に向けて設置した点に求められようか．

しかし，男性用小便器の底面は平面ではないのが通

常であるから，壁面に固定されていない男性用小便

器を安定して設置する場合には背面を下に向けて設

置するしかない．すなわち，男性用小便器を展示す

るというアイディアに対してとりうる表現の選択肢

は非常に限られる．現行著作権法の限界であろう．

なお，〔金魚電話ボックス事件〕における X 作品

とY作品も電話ボックスと水と金魚を組み合わせた

作品ということができようが，これらの素材をどの

ように組み合わせるかの選択肢はおよそ X 作品と Y
作品による表現に限られる．そこで，受話器をどの

ように配するかというところに制作者による個性の

表出を求めざるを得ない．

５．おわりに 

裁判所は，「公衆電話ボックス様の造作物の色・形

状，内部に設置された公衆電話機の種類・色・配置

等の具体的な表現」について創作性を認めて X 作品

の著作物性を肯定したうえで，X 作品と Y 作品に共

通している「受話器が水中に浮かんでいる点」につ

いては「この点を除いては相違しているのであって，

被告作品（Y 作品）から原告作品（X 作品）を直接

感得することはできない（括弧書は筆者）」として著

作権侵害を否定した．判決には現れないが，Y 作品

が金魚の産地として知られる大和郡山市の商店街に

おいて展示されたものであることも考慮の対象とな

ったのかもしれない． 

しかし，そこに公衆電話機の利用者が存在するか

のごとく「受話器が水中に浮かんでいる点」を X 作

品における表現形式上の本質的な特徴ととらえ，そ

の特徴はY作品においても直接感得できるとして著

作権侵害を肯定する立論も可能であろうとは思われ

る．それによって，電話ボックスと水と金魚を組み

合わせた作品において，多種多様な表現が生まれる

ことが期待される．ただし，受話器をどのように配

するかについては，選択肢の幅が狭いということも

考慮すべきである．なお，X は判決を不服として控

訴した模様なので，控訴審の判断が待たれるところ

である． 

いずれにしても，優劣よりも作品の多様性に価値

を認める世界に立ち位置をおく著作権法において

は，著作物性を広く肯定したうえで，必要に応じて

権利範囲を狭く解することによって他人による表現

活動の制約の程度を適切な範囲に調整することが肝

要であろう 12）．既製品（レディメイド）を素材とす

る作品においては，この点が特に重要になる． 
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